
 

 

 

 

令和8年度 

認定こども園（保育園部）・保育所 
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西 脇 市 

西脇市教育委員会 幼保連携課 

住所 西脇市下戸田128番地の1 

電話 0795-22－3111（内線1161・1162） 



 

  西脇市 認定こども園（保育園部）案内     令和７年 10 月 1 日時点 

※ 上記内容は令和７年10月１日時点の情報です。利用定員等変更となる可能性があります。 
※ 園の状況により保育可能時間が記載と異なる場合がありますので園にご確認ください。 
※ 見学を希望される場合、必ず事前に各園の都合をお確かめください。 
※ 通園バスの経路等詳細については、各園に直接お問い合わせください。 
※ 土曜日に保育を希望される場合、各園より別途事由証明の提出を求められる場合があります。 

 

施設名 所在地 
電話番

号 

利用 

定員 

入園可能

月齢(満) 
開園時間・標準時間・短時間 特別保育等の実施状況 

西脇こども園 
西脇 

760-1 

22-

2909 

110 

名 
6週間～ 

開園時間 

《平日》7：00～19：30 

《 土 》8：00～17：00 

《日・祝日》8：00～17：00 

・延長保育（有料） 

・障害児保育 

・体調不良児対応型病児保育 

・病児対応型病児保育（有料） 

・一時預かり保育（有料） 

・休日保育（有料） 

・学童保育（有料） 

・通園バスなし 

標準時間 
《平日》7：00～18：00 

《 土 》8：00～17：00 

短時間 《平日・土》8：00～16：00 

比延こども園 
比延町 

867-5 

22-

7258 

100 

名 
11か月～ 

開園時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》8：00～17：00 

・延長保育 

（短時間のみ・有料） 

・障害児保育 

・体調不良児対応型病児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスあり（有料） 

標準時間 開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：30～16：30 

どれみこども園 
高松町 

597 

22-

5740 

80 

名 
３か月～ 

開園時間 
《平日》7：30～19：30 

《 土 》8：00～17：00 
・延長保育（有料） 

・障害児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスあり（有料） 

標準時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：00～16：00 

日野こども園 
西田町 

5-1 

22-

7023 

140 

名 
６か月～ 

開園時間 
《平日》7：00～19：00 

《 土 》8：00～17：00 

・延長保育（有料） 

・障害児保育 

・体調不良児対応型病児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスあり（有料） 

標準時間 
《平日》7：00～18：00 

《 土 》開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：00～16：00 

かすがこども園 
高田井町

781 

22-

5787 

130 

名 
10か月～ 

開園時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》8：00～17：00 

・延長保育 

（短時間のみ・有料） 

・障害児保育 

・体調不良児対応型病児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスなし 

標準時間 開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：30～16：30 

つまこども園 
寺内 

８-1 

22-

1693 

90 

名 
10か月～ 

開園時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》8：00～17：00 

・延長保育 

（短時間のみ・有料） 

・障害児保育 

・体調不良児対応型病児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスなし 

標準時間 開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：30～16：30 

芳田こども園 

岡崎町 

523 

 

27-

0550 

85 

名 

10か月～ 

(歩行可) 

開園時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》8：00～17：00 

・延長保育 

（短時間のみ・有料） 

・障害児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスあり（有料） 
標準時間 開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：00～16：00 

黒田庄こども園 
黒田庄町

前坂930 

28-

4357 

90 

名 
6か月～ 

開園時間 
《平日》7：30～18：30 

《 土 》7：30～17：00 

・延長保育 

（短時間のみ・有料） 

・障害児保育 

・一時預かり保育（有料） 

・通園バスあり（有料） 
標準時間 開園時間と同じ 

短時間 《平日・土》8：30～16：30 
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宛

証
明

日
年

月
日

―
―

―
―

下
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

事
実

で
あ

る
こ

と
を

証
明

い
た

し
ま

す
。

※
本

証
明

書
の

内
容

に
つ

い
て

、
就

労
先

事
業

者
等

に
無

断
で

作
成

し
又

は
改

変
を

行
っ

た
と

き
に

は
、

刑
法

上
の

罪
に

問
わ

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

※
証

明
内

容
に

つ
い

て
就

労
先

事
業

者
等

に
確

認
を

取
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

N
o
.

□
農

業
・林

業
□

漁
業

□
鉱

業
・採

石
業

・砂
利

採
取

業
□

建
設

業
□

製
造

業
□

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
業

□
情

報
通

信
業

□
運

輸
業

・郵
便

業
☑

卸
売

業
・小

売
業

□
金

融
業

・保
険

業
□

不
動

産
業

・物
品

賃
貸

業

□
学

術
研

究
・専

門
・技

術
サ

ー
ビ

ス
□

宿
泊

業
・飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

□
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

・娯
楽

業
□

医
療

・福
祉

□
教

育
・学

習
支

援
業

□
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
□

公
務

□
そ

の
他

（
）

年
5

月
25

日

3
☑

無
期

□
有

期
年

月
日

～
年

月
日

☑
正

社
員

□
パ

ー
ト

・ア
ル

バ
イ

ト
□

派
遣

社
員

□
契

約
社

員
□

会
計

年
度

任
用

職
員

□
非

常
勤

・臨
時

職
員

□
役

員

□
自

営
業

主
□

自
営

業
専

従
者

□
家

族
従

業
者

□
内

職
□

業
務

委
託

□
そ

の
他

(
)

月
火

水
木

金
土

日

☑
☑

□
□

☑
☑

☑

日
日

時
分

～
時

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

時
分

～
時

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

時
分

～
時

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

□
月

間
□

週
間

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

□
月

間
□

週
間

時
分

～
時

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

年
月

年
月

年
月

□
取

得
予

定
□

取
得

中

年
月

日
年

月
日

□
取

得
予

定
□

取
得

中
□

取
得

済
み

年
月

日
～

年
月

日

□
取

得
予

定
□

取
得

中
□

取
得

済
み

□
介

護
休

業
□

病
休

□
そ

の
他

（
）

年
月

日
～

年
月

日

1
1

□
復

職
予

定
□

復
職

済
み

年
月

日

□
取

得
予

定
□

取
得

中
年

月
日

～
年

月
日

時
分

～
時

分
（

う
ち

休
憩

時
間

分
）

1
3

□
有

□
有

（予
定

）
□

無

1
4

□
有

□
有

（予
定

）
□

無
□

未
定

1
5

□
可

□
可

（予
定

）
□

否

1
6

□
可

□
可

（予
定

）
□

否

1
7

年
月

日
年

月
日

1
8

年
1
0

月
日

年
1
2

月
日

年
8

月
日

就
労

証
明

書
西

脇
市

長

西
暦

1
0

1
0

事
業

所
名

西
脇

市
〇

〇
町

〇
〇

番
地

2
0
2
5

電
話

番
号

X
X
X
X

担
当

者
名

播
磨

代
表

者
名

代
表

取
締

役
　

脇
西

　
西

太

所
在

地
西

脇
市

〇
〇

町
〇

〇
番

地

0
7
9
5

X
X

X
X
X
X

項
目

記
載

欄

1
業

種

記
載

者
連

絡
先

0
7
9
5

X
X

※
認

定
こ

ど
も

園
（
保

育
園

部
）
及

び
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
を

利
用

す
る

兄
弟

姉
妹

が
い

る
場

合
、

「
就

労
証

明
書

」
・
「
保

育
を

必
要

と
す

る
申

立
書

」
は

、
  

 原
本

を
幼

保
連

携
課

へ
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
申

込
み

に
は

コ
ピ

ー
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

雇
用

(予
定

)期
間

等
期

間
 （

無
期

の
場

合
は

雇
用

開
始

日
の

み
）

4
本

人
就

労
先

事
業

所
名

称
ス

ー
パ

ー
〇

〇

住
所

2
フ

リ
ガ

ナ
ニ

シ
ワ

キ
　

タ
ロ

ウ

本
人

氏
名

西
脇

　
太

郎
生

年

月

日
19

89

（
う

ち
休

憩
時

間
1
2
6
0

分
）

西
脇

市
〇

〇
町

〇
〇

番
地

5
雇

用
の

形
態

6

就
労

時
間

(固
定

就
労

の
場

合
)

祝
日

合
計

時
間

月
間

1
8
9

☑

一
月

当
た

り
の

就
労

日
数

月
間

2
1

一
週

当
た

り
の

就
労

日
数

週
間

時
間

0
分

5

平
日

8
0

1
7

0
6
0

就
労

時
間

(変
則

就
労

の
場

合
)

合
計

時
間

時
間

日
祝

9
0

1
8

0
6
0

土
曜

9
0

1
8

0
6
0

就
労

日
数

日

主
な

就
労

時
間

帯
・シ

フ
ト

時
間

帯

8
年

月
2
0
2
5

9

2
3

日
／

月
2
0
7

時
間

／
月

2
0

年
月

2
0
2
5

7
年

月

時
間

／
月

日
／

月
1
8
0

時
間

／
月

2
2

日
／

月
1
9
8

7
就

労
実

績
※

日
数

に
有

給
休

暇
を

含
み

、
時

間
数

に
休

憩
・残

業
時

間
を

含
む

1
0

産
休

・
育

休
以

外
の

休
業

の
取

得

理
由

期
間

9
育

児
休

業
の

取
得

※
取

得
予

定
を

含
む

期
間

8
産

前
･産

後
休

業
の

取
得

※
取

得
予

定
を

含
む

期
間

～

2
0
2
5

復
職

（
予

定
）
年

月
日

1
2

育
児

の
た

め
の

短
時

間
勤

務
制

度
利

用
有

無
※

取
得

予
定

を
含

む

期
間

保
育

士
等

と
し

て
の

勤
務

実
態

の
有

無

（
雇

用
契

約
の

）
満

了
後

の
更

新
の

有
無

主
な

就
労

時
間

帯
・シ

フ
ト

時
間

帯

入
所

内
定

時
育

休
短

縮
可

否

単
身

赴
任

期
間

（
予

定
含

む
）

～

□
2
0
2
2

生
年

月
日

生
年

月
日

備
考

欄

児
童

名

育
休

延
長

可
否

3
0

西
脇

　
西

太
郎

生
年

月
日

2
4

2
0
2
0

2
0
1
6

2
6

西
脇

　
西

朗

児
童

名

西
脇

　
西

乃

児
童

名

5
　

雇
用

の
形

態
に

お
い

て
、

「
自

営
業

主
」
・
「
自

営
業

専
従

者
」
・
「
家

族
従

業
者

」
で

お
申

込
み

の
方

は
、

以
下

の
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
「
自

営
業

主
」
：
直

近
の

確
定

申
告

書
の

写
し

　
　

「
自

営
業

専
従

者
」
・
「
家

族
従

業
者

」
：
事

業
主

の
直

近
の

確
定

申
告

書
の

写
し

　
　

開
業

し
て

間
も

な
い

た
め

確
定

申
告

を
し

て
い

な
い

場
合

：
開

業
届

出
書

又
は

営
業

許
可

証
の

写
し

　
※

ど
ち

ら
も

提
出

で
き

な
い

場
合

は
開

業
に

係
る

経
費

の
支

出
明

細
書

等
自

営
業

を
開

始
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
も

の

利
用

中
☑

申
込

中
（第

一
希

望
）

1
9

保
護

者
記

載
欄

利
用

中
☑

□
申

込
中

（第
一

希
望

）

☑
利

用
中

□

施
設

名

○
○

小
学

校
４

年
生

施
設

名

△
△

△
こ

ど
も

園

施
設

名

●
●

●
こ

ど
も

園

申
込

中
（第

一
希

望
）

記
入
例
 

 

   
 

 
 

  

下
記
の
と
お
り
保
育
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
ま
す
。
 

申
立
人

 
氏
名

 
西
脇

 
花
子

 
続
柄

 
父
･母

･祖
父
･祖

母
･(
 
 

) 

申 込 み 児 童  

氏
名

 
西

 
脇

 
西

 
朗

 
生
年
月
日

 
平
成
・
令
和

 

2
8
年

1
0
月

2
6
日

 
保
・
認
・
幼

 
小

 
4

 
年
生

 

氏
名

 
西

 
脇

 
西

 
乃

 
生
年
月
日

 
平
成
・
令
和

 

２
年

1
2
月

2
4
日

 
保
・
認
・
幼

 
小
 
 
年
生

 

氏
名

 
西

 
脇

 
西
太
郎

 
生
年
月
日

 
平
成
・
令
和

 

４
年

 
8
月

3
0
日

 
保
・
認
・
幼

 
小
 
 
年
生

 
※

 
保
は
保
育
所
、
認
は
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
は
幼
稚
園
、
小
は
小
学
校
を
表
し
ま
す
。
※

 
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
園
部
）
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利

用
す
る
兄
弟
姉
妹
が
い
る
場
合
、
「
就
労
証
明
書
」
・
「
保
育
を
必
要
と
す
る
申
立
書
」
は
、
原
本
を
幼
保
連
携
課
へ
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
申

込
み
に
は
コ
ピ
ー
を
提
出
。

 

１
 
求
職
活
動
を
理
由
に
利
用
を
希
望
す
る
場
合

 
※

 
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 
※

 
求
職
活
動
で
の
入
所
は
１
年
に
１
回
、
３
か
月
間
の
入
所
・
認
定
で
す
。
利
用
開
始
後
３
か
月
以
内
に
就
労
し
て
い
な
い
場
合
は
、
認
定

を
継
続
で
き
ず
、
事
業
所
入
所
承
諾
書
の
保
育
の
実
施
期
間
に
関
わ
ら
ず
退
所
に
な
り
ま
す
。

 

求 職 活 動  

次
の
と
お
り
求
職
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
３
か
月
以
内
に
就
労
証
明
書
が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
退
所
し
ま
す
。

 

☑
求
人
誌
・
チ
ラ
シ
・
広
告
等
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
る

 

☑
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
通
っ
て
い
る
（
月

 
4
回
程
度
）

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
が
あ
る
場
合
は
写
し
を
添
付

 

□
面
接
予
定
・
結
果
待
ち
（
面
接
日
・
結
果
判
明
日

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
）

 

□
こ
ど
も
園
等
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
で
き
次
第
求
職
活
動
を
始
め
る

 
□
そ
の
他
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

※
起
業
準
備
の
場
合
：
賃
貸
借
契
約
書
や
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
書
、
開
業
に
係
る
経
費
の
支
出

明
細
書
等
、
自
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
又
は
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

２
 
出
産
を
理
由
に
利
用
を
希
望
す
る
場
合

 
※

 
母
子
手
帳
表
紙
・
分
娩
予
定
日
の
ペ
ー
ジ
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

出
産

 
令
和
８
年

X
X
 月

X
X

 日
 
出
産
・
出
産
予
定

 
 

３
 
就
学
を
理
由
に
利
用
を
希
望
す
る
場
合

 
※

 
在
籍
証
明
書
又
は
学
生
証
と
授
業
計
画
書
等
授
業
時
間
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

就 学 

学
校

名
称

 
◇
◇
看
護
学
校

 
専
修
科
目

 
看
護

 

所
在

地
 
兵
庫
県
○
○
市
×
×
×

 
電

話
番

号
 

（
0

7
9

X
）

X
X
―

X
X

X
X

 

就
学

年
月

日
 

☑
 
Ｒ
８

 
年

 
４

 
月

か
ら

就
学

 
・

 
□

 
 
 

年
 

 
 

月
か

ら
就

学
予

定
 

就
学

時
間

 
9
時

0
0
分

 
～

 
1

8
時

0
0
分

（
１

日
平

均
 

8
時

間
・

月
平

均
2

0
日

）
 

就
学

形
態

 
通
学
・
通
信
・
通
信

(ス
ク

ー
リ

ン
グ

有
) 

通
学

時
間

 
片
道
約
 
 
分

 

４
 
病
気
や
介
護
等
を
理
由
に
利
用
を
希
望
す
る
場
合

 
※

 
病
気
の
場
合
は
診
断
書
（
保
育
の
困
難
な
状
況
の
証
明
）
、
障
害
者
の
場
合
は
手
帳
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

病 気 ・ 障 害 

病
 
名

 
慢
性
腎
不
全

 
障
害
名

 
腎
臓
機
能
障
害

 

病
院
名

 
□
□
□
□
病
院

 
手
帳
の
種
類

 
身
体
障
害
者
手
帳

 

期
 
間

 
Ｈ

3
0
年

4
月
か
ら

 
 

 
年

 
月
ま
で

 
等

 
級

 
 
３
級

 

保
育
の
困

難
な
状
況

の
説
明

 

悪
心
、
嘔
吐
、
食
欲
不
振
、
高
度
の
貧
血
症
状
が
あ
り
、
家
庭
内
労
働

が
困
難
な
状
態
で
、
血
液
透
析
を

1
回

4
時
間
、
週

3
回
ペ
ー
ス
で

行
う
必
要
が
あ
る
た
め
保
育
が
で
き
な
い
。

 

現
在
の
状
況

 
□
入
院

 
☑
通
院

 
 

□
自
宅
療
養

 

添
付
書
類

 
☑

 
診
断
書

 
 

☑
 
身
障
者
手
帳
の
写
し

 
□

 
療
育
手
帳
の
写
し

 

※
 
介
護
・
看
護
の
場
合
は
診
断
書
、
手
帳
の
写
し
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

介 護 ・ 看 護 等 

介
護

等
の

対
象

者
氏

名
 

西
 
脇

 
西

 
男

 
介

護
・

看
護

開
始

日
 

Ｈ
3
0
年

4
月

 

同
居
・
別
居

 
１
．
同
居

 
２
．
別
居
（
住
所

:
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

平
均

介
護

･
看

護
日

数
 

3
0
日
／
月

 
 介

護
･
看

護
時

間
 

1
5
0
時
間
／
月

 
 

介
護
・
看
護
の
内
容

 
食
事
・着
替
え
・
風
呂
等
に
介
助
を
要
す
る
状
態
。
通
院
は
送
迎
含
め
週
３
回
１
回
８
時
間
を

要
す
る
た
め
保
育
を
す
る
余
裕
が
な
い
。
 

添
付
書
類

 
□

 
診
断
書

 
 

 
 
☑

 
身
障
者
手
帳
の
写
し

 
 

 
□

 
療
育
手
帳
の
写
し

 
☑

 
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
写
し

 
 
□

 
そ
の
他

 
( 

 
 
 
 

) 

●
 
保

育
を

必
要
と

す
る

申
立

書
 ●

 
記
入
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点
 

 「
１
」
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
入
園
後
３
か
月
ま
で
に
勤
務
先
等
を
確
定
し
て
く
だ
さ
い
。
就
業
決
定
と
同
時
に
職
場
で
就
労
証
明
を
受
け
て
い
た
だ
き
、

 

幼
保
連
携
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
が
あ
る
場
合
は
コ
ピ
ー
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

「
２
」
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
母
子
手
帳
表
紙
・
分
娩
予
定
日
の
ペ
ー
ジ
の
写
し
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

「
３
」
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
在
籍
証
明
書
又
は
学
生
証
と
授
業
計
画
書
等
授
業
時
間
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

「
４
」
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
医
師
の
診
断
書
等
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

記
入
例
 

令
和
８
年
度
中
に
認
定
こ
ど
も
園
（保
育
園
部
）・
保
育
所
・放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
（利
用
し
な
い
児
童

に
つ
い
て
は
記
入
不
要
で
す
）。

 

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。
な
お
、

入
園
が
未
確
定
の
場
合
、
第
１
希
望
の
施
設
名
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

 

△
△
△
 

 
●
●
●
 

 

○
○
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１ 子ども・子育て支援新制度利用の流れについて              

 平成24年８月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て

支援法」が成立しました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、

地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めて行く「子ども・子育て支援新制度」が、平成

27年４月からスタートしました。 

 新制度では３つの認定区分に応じて施設の利用先が決まります。 

●３つの認定区分 

認定区分 対象年齢 希望する保育・教育の形態 利用先 

１号認定 

（教育標準時間認定） 
満３歳以上 

教育のみを希望していて、保育

の必要がない場合 
認定こども園 

２号認定（保育認定） 満３歳以上 「保育を必要とする事由」
（２ページ参照）に該当し、
保育所等での保育を希望する
場合 

認定こども園 

保育所等 
３号認定（保育認定） 満３歳未満 

 
 

●４月入園児における申込みから保育料決定までの流れ 

（認定こども園保育園部・市外保育所等での保育を利用希望の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

西脇市への利用申込み申請書の提出 
・「保育の必要性」の認定申請 
・認定こども園（保育園部）及び保育所の利用申込み  

※年度途中（令和８年５月～令和９年３月）に入園を希望される方も 

10月に申込みを受け付けます。 

① 
10月 

申請者の希望や認定こども園（保育園部）・保育所等の状況 

により、西脇市が利用調整・書類不備の方に連絡 
② 

11～1月 
 

西脇市から支給認定証及び入所承諾書の発送 

（２号認定・３号認定） 

※年度途中の入園の方は、入園前月の 25日頃に郵送します。 

③ 
２月中旬 

各園で入園説明会実施・園と契約 

※年度途中の入園の方は、入園前月に園から案内があります。 

各園で保育開始（各自の入園開始月） 

西脇市から保育料決定通知書等の発送 

※年度途中の入園の方は、入園前月 25日頃に郵送します。 

⑤ 
４月上旬 

④ 
３月 
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２ 認定こども園（保育園部）・保育所等での保育を希望する場合       

認定こども園（保育園部）や保育所等での保育を希望される場合の保育認定（２号認定、３

号認定）・利用調整に当たっては、以下の４点が考慮されます。 

４月入園の申込みが各園の受入れ可能数を上回る場合は、保育の必要度の高い順に利用先

を調整します（申請受付順や抽選ではありません）。 

 

次のいずれかに該当することが必要です。 

  
※ 保護者が認定こども園（保育園部）・保育所等へ入園できる基準に該当しなくなった場合や、市長又は施設長

の行う保育上の指示に従わない場合は、退園していただくことがありますのでご理解ください。 

保育を必要とする事由 利用可能な保育時間

月１２０時間以上

⇒標準時間

月４８時間以上１２０時間未満

⇒短時間

月１２０時間以上

⇒標準時間

月４８時間以上１２０時間未満

⇒短時間

月１２０時間以上

⇒標準時間

月４８時間以上１２０時間未満

⇒短時間

⑩ その他
　上記に類する状態と西脇市が認める場合

要相談
状態に応じて認定

⑤ 保護者の疾病、障害

⑨ 災害復旧

② 妊娠、出産
（おおむね出産月を含む前後最大４か月の利用。）

　例

　　６月　７月　８月　出産月　10月　11月　12月

　　⇒最長７か月利用可能

標準時間又は短時間

⑥ 育児休業
（既に保育を利用している子どもの継続利用時のみ。）

短時間

要相談
状態に応じて認定

要相談
状態に応じて認定

⑦ 求職活動
（起業準備を含む。）
　求職活動を事由として利用される場合は、３か月間の認定です。
　※求職活動の更新はできません。

短時間

３か月間の認定のみ

④ 就学
（職業訓練校等における職業訓練を含む。）

⑧ 虐待やＤＶのおそれがあること

① 就労
（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、
　基本的に全ての労働を含む。）
※通勤時間も含む。

③ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護

要相談
状態に応じて認定

⑴ 保育を必要とする事由 
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様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
７
条
関
係
）

 

施
設

型
給

付
費

・
地

域
型

保
育

給
付

費
等

教
育

・
保

育
給

付
認

定
申

請
書

（
兼

）
 

現
況

届
（

兼
）

事
業

所
利

用
申

込
書

（
兼

）
保

育
児

童
台

帳
 

西
脇
市
長
 
様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
令
和
  

 
年
 
 
月
 
 
日
申
請

 

住
 
所

 
〒

6
7
7
－

8
5
1
1

 

西
脇
市
下
戸
田

1
2
8
番
地
の
１

 

電
 
話
 
番
 
号

 

自
 
宅

 
0
7
9
5
－

 2
2
  
－

 3
1
1
1

 

ふ
り
が
な

 
に
し
わ
き

 
た
ろ
う

 
父
携
帯

 
 0

9
0
 －

 X
X
X
X
 －

 Y
Y
Y
Y

 

申
請
保
護
者

 
西

 
脇

 
太

 
郎

 
母
携
帯

 
0
8
0
 －

 
Y
Y
Y
Y
 －

 Z
Z
Z
Z

 

次
の
と
お
り
、
施
設
型
給
付
費
・
地
域
型
保
育
給
付
費
等
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
及
び
教
育
・
保
育
の
事
業
所
利
用
（
調
整
）
を
申
し
込
み
ま
す
。

 

申
請
に
係
る

 
小
学
校
就
学
前

 
児
童
に
つ
い
て

 

ふ
り
が
な

 
に
し
わ
き

 
に
し
た
ろ
う

 
性
別

 
生
年
月
日

 
 
20
26

年
4
月

1
日
現
在
の
年
齢
 

氏
名

 
 

西
脇

 
西
太
郎

 
男
・
女

 
令
和

 ４
年
 
８
月
 

3
0
日

 
３

 
歳

 

認
定
者
番
号

 
（
既
に
教
育
・
保
育
給
付
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

保
育
希
望
の

 
有
無

※
 

☑
有

 
保
護
者
の
労
働
等
の
理
由
に
よ
り
、
保
育
所
等
に
お
い
て
保
育
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
（
幼
稚
園
等
と
併
願
の
場
合
を
含
む
。
）

 

□
無

 
幼
稚
園
等
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
（
保
育
所
等
と
併
願
の
場
合
を
除
く
。
）

 

※
・
「
保
育
所
等
」
と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
分
）
、
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
居
宅
訪
問
型
保
育
、
事
業
所
内
保
育
を
い
い
ま
す
。

( 
以
下
同
じ
。

) 

※
・
「
幼
稚
園
等
」
と
は
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
分
）
を
い
い
ま
す
。

 

１
 
利

用
を
希

望
す

る
期
間

及
び

利
用
希

望
保

育
所
等

 
利
用
を
希
望
す
る
施
設
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
継
続
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
現
在
利
用
し
て
い
る
施
設
名
を
第

1
希
望
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

利
用
を
希
望

 

す
る
期
間

 
2
0
 
2
6
年

 
Ｘ

 月
 
初
日
か
ら

 
☑
小
学
校
入
学
前
ま
で

 

□
2
0 

 
年

 
 
月

 
末
日
ま
で

 

□
継
続

 
☑

新
規

 
□
転
部

 
□
転
園

 

 
※
転
部
…
幼
稚
園
部
⇔
保
育
園
部
の
変
更
 

利
用
を
希
望

す
る
施
設

(
事
業
者

)名
 

第
１
希
望
 

保
育

所
 

認
定
こ
ど
も
園
 

幼
稚

園
 

(
希
望
理
由

)
 
母
の
職
場
に
近
く
、

姉
が
通
っ
て
い
る
か
ら

 

利
用
希
望
 

時
間
 

☑
保
育
標
準
時
間

(保
育
園
部

) 

□
保
育
短
時
間

(保
育
園
部

) 
□
教
育
標
準
時
間

(幼
稚
園
部

) 

第
２
希
望
 

保
育

所
 

認
定
こ
ど
も
園
 

幼
稚

園
 

(
希
望
理
由

)
 
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
が

充
実
し
て
い
る
か
ら

 

利
用
希
望
 

時
間
 

☑
保
育
標
準
時
間

(保
育
園
部

) 
□
保
育
短
時
間

(保
育
園
部

) 

□
教
育
標
準
時
間

(幼
稚
園
部

) 

第
３
希
望
 

保
育

所
 

認
定
こ
ど
も
園
 

幼
稚

園
 

(
希
望
理
由

)
 
園
の
雰
囲
気
が
子
ど

も
に
合
っ
て
い
る
か
ら

 

利
用
希
望
 

時
間
 

☑
保
育
標
準
時
間

(保
育
園
部

) 
□
保
育
短
時
間

(保
育
園
部

) 

□
教
育
標
準
時
間

(幼
稚
園
部

) 

第
１
～
第
３
希
望
の
施
設
に
 

入
れ
な
い
場
合
の
確
認
事
項
 

□
空
き
が
出
る
ま
で
待
つ
（
上
記
園
の
み
で
希
望
）
 
 
 
□
市
内
園
（
８
園
）
全
て
希
望
 
 

２
 
利

用
調
整

に
お

け
る
確

認
事

項
（

継
続

児
は

記
入

不
要

）
 

 
 
※
該
当
す
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

き
ょ
う
だ
い
で
同
時
に
利
用
申
込
み

し
て
い
る
場
合
の
確
認
事
項

 

 ※
育
児
休
業
か
ら
の
復
職
予
定
で
の
申
込
み

の
場
合
、

1
人
で
も
入
所
と
な
っ
た
場
合
に

は
復
職
が
必
要
で
す
。

 

①
き
ょ
う
だ
い
で
利
用
で
き
る
場
合

 

☑
希
望
順
位
よ
り
同
じ
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
優
先
し
て
ほ
し
い
。

 

□
別
々
の
施
設
で
も
良
い
の
で
希
望
順
位
の
高
い
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
優
先
し
て
ほ
し
い
。

 

②
き
ょ
う
だ
い
の
い
ず
れ
か
し
か
利
用
で
き
な
い
場
合

 

☑
同
時
に
申
請
し
た
す
べ
て
の
子
ど
も
が
同
時
に
利
用
で
き
な
い
と
希
望
し
な
い
。

 

□
【
児
童
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
】
は
利
用
さ
せ
た
い
。

 

□
ど
の
子
ど
も
が
先
で
も
利
用
す
る
。

 

育
児
休
業
か
ら
の
復
職
予
定
で
利
用
申

込
み
を
し
て
い
る
場
合
の
確
認
事
項

 

□
希
望
す
る
保
育
所
等
に
入
所
で
き
な
い
場
合
は
、
育
児
休
業
の
延
長
も
許
容
で
き
る
。

 

（
☑
を
入
れ
る
と
利
用
調
整
点
数
が
減
点
と
な
り
ま
す
。
）

 

３
 
保

育
料
の

軽
減

対
象
に

つ
い

て
 

家
庭

の
状

況
（

ひ
と

り
親

世
帯

）
 

☑
該
当
な
し

 
□
該
当
あ
り

 
→
□
児
童
扶
養
手
当
認
定
世
帯

 

→
□
遺
族
年
金
受
給
世
帯

 

世
帯

員
の

障
害

者
手

帳
等

の
状

況
 

□
該
当
な
し

 
☑
該
当
あ
り
（
氏
名
：
西
脇

 
西
乃
 

 
 
児
童
と
の
続
柄
：

 
姉

 
 

 
 

 
）

 

→
手
帳
等
の
種
類
：
（
身
体
・
療
育
・
精
神
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
障
害
基
礎
年
金
）

 
手
帳
等
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

生
活

保
護

の
適

用
の

有
無

 
☑
該
当
な
し

 
□
該
当
あ
り

 

４
 
保

育
を
必

要
と

す
る
事

由
 

保
育
所
等
に
お
い
て
保
育
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
該
当
項
目
に
☑
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
）
利
用
希
望
の
場
合
は
記
入
不
要

 

父
 

☑
就
労
 
□
育
児
休
業
（
継
続
児
の
み
）
 

 

□
疾
病
・
障
害
 
□
介
護
等
 
□
求
職
活
動
 
□
就
学
 

 

□
虐
待
や

DV
の
お
そ
れ
 
□
災
害
復
旧

 

□
死
亡
・
離
婚
等
の
理
由
に
よ
り
不
在
 
□
そ
の
他

( 
 
 
 

  
 

) 

母
 

☑
就
労
 
□
育
児
休
業
（
継
続
児
の
み
）
 
□
妊
娠
・
出
産

 

□
疾
病
・
障
害
 
□
介
護
等
 
□
求
職
活
動
 
□
就
学

 

□
虐
待
や

DV
の
お
そ
れ
 
□
災
害
復
旧

 

□
死
亡
・
離
婚
等
の
理
由
に
よ
り
不
在
 
□
そ
の
他

( 
 
 

  
 
 

) 

Ｒ
８
 

 

３
33
 

受
付 印
 

△
△
△
  

●
●
●

 

□
□
□

 

そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
に
☑
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

 

 

鉛
筆
・シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
・消
せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

 
 

記
入
例
(表

) 

 

（
 

 
 
  
  
 
 
 
）
 

５
 
世
帯
の
状
況
（
児
童
と
同
居
の
世
帯
員
）

 

児 童 と 同 居 の 世 帯 員 

氏ふ
り

 
 
名が
な

 
続
柄

 
生
年
月
日

 
性
別

 
20
26

年
４
月
１
日
時
点
の

 

勤
務
先
・
学
校
名
等

 
備
 
 
考

 

西
脇

 
太
郎

 
父

 
昭
・
平

 １
年
 

5
月

2
5
日

 
男

 
ス
ー
パ
ー
○
○

 
 

西
脇

 
花
子

 
母

 
昭
・
平

 １
年
 

3
月

1
4
日

 
女

 
○
○
食
堂

 
 

西
脇

 
西
男

 
祖
父

 
大
・
昭
・
平
・
令

 

3
5
年

1
1
月

2
2
日

 
男

 
病
気
療
養
中

 
 

西
脇

 
西
子

 
祖
母

 
大
・
昭
・
平
・
令

 

3
9
年

1
2
月

2
3
日

 
女

 
祖
父
の
介
護

 
 

西
脇

 
西
朗

 
兄

 
大
・
昭
・
平
・
令

 

2
8
年

1
0
月

2
6
日

 
男

 
○
○
小
学
校
４
年
生

 
 

西
脇

 
西
乃

 
姉

 
大
・
昭
・
平
・
令

 

２
年

1
2
月

2
4
日

 
女

 
認
定
こ
ど
も
園
△
△
△

 
 

６
 
祖
父
母
の
状
況

（
西
脇
市
外
の
場
合
も
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
）
 

続
柄
 

氏
名
 

年
齢
 

(４
/１

時
点
) 

同
住
所
 

（
○
）
 

住
所
 

※
別
住
所
の
場
合
は
地
番
ま
で
 

勤
労
状
況
等
 

父 方 

祖
父
 

西
脇

 
西
男

 
6
5
 

○
 

 
□
 就

労
（
  
 
時
間
/日

勤
務
、
  
 日

/月
勤
務
 ）

 
□
 病

気
等
 

□
 そ

の
他
 

祖
母
 

西
脇

 
西
子

 
6
1
 

○
 

 
□
 就

労
（
  
 
時
間
/日

勤
務
、
  
 日

/月
勤
務
 ）

 
□
 病

気
等
  

□
 そ

の
他
 

母 方 

祖
父
 

死
別

 
 

 
 

□
 就

労
（
  
 
時
間
/日

勤
務
、
  
 日

/月
勤
務
 ）

 
□
 病

気
等
 

□
 そ

の
他
 

祖
母
 

兵
庫

 
和
庫

 
6
4
 

 
西
脇
市
郷
瀬
町

6
0
5
番
地

 
□
 就

労
（
 ６

 時
間
/日

勤
務
 2

0
日
/月

勤
務
 ）

 
□
 病

気
等
 

□
 そ

の
他
 

７
 
児
童
の
状
況
 

身 体 状 況  

目
は
 

☑
見
え
る

 
 
 

 
 
□
見
え
づ
ら
い

 
 
 
□
メ
ガ
ネ
使
用

 
 
 
 

 
 
□
不
明

 

耳
は
 

☑
聞
こ
え
る

 
 

 
 
□
聞
こ
え
づ
ら
い

 
 
□
補
聴
器
使
用

 
 
 
 

 
 
□
不
明

 

言
葉
は
 

□
よ
く
し
ゃ
べ
る

 
 
☑
単
語
の
み

 
 

 
 
□
あ
ま
り
し
ゃ
べ
ら
な
い

 
 
□
不
明

 

ひ
き
つ
け
 

□
な
い

 
 
☑
あ
る

 
 
熱
性
け
い
れ
ん

 
 
□
な
い

 
□
あ
る

 
（
頻
度
：

 
 
に

 
 
回
ぐ
ら
い
）

 

薬
の
服
用
 

☑
な
い

 
 
□
あ
る
（
薬
名
：

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

ア
レ
ル
ギ
ー
 

□
な
い

 
 
☑
あ
る
（
種
類
：
た
ま
ご

 
触
れ
る
と
赤
く
か
ぶ
れ
ま
す
）

 
エ
ピ
ペ
ン
：
☑
な
い

 
□
あ
る

 
 

除
去
食
 

□
な
い

 
 
☑
あ
る
（
種
類
：
た
ま
ご

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

特
別
児
童
扶
養
手
当
 

☑
な
い

 
 
□
あ
る

 
 
□
申
請
中
（
種
別
：
□
知
的

 
□
精
神
）

 

障
害
者
手
帳
等

 
☑
な
い

 
 
□
あ
る

 
 
□
申
請
中
（
種
類
：
□
身
体
（
部
位
：

 
 
 

 
）

 
□
療
育

 
□
精
神
）

 

乳
幼
児
健
康
診
査
受
診
状
況
 

☑
３
か
月
健
診

 
 
☑
１
歳
半
健
診

 
 
☑
３
歳
児
健
診

 
 （

受
診
し
た
も
の
全
て
に
☑
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
）
 

健
診
時
に
お
け
る
保
健

師
・
医
師
等
か
ら
の
指
導

 

☑
無

 
 
□
有
（

 
 
 

 
 
 
）
健
診
時
に
次
の
と
お
り
指
導
が
あ
っ
た
。

 

指
導
内
容
 

 

発
達
に
つ
い
て

 
発
達
相
談

 
□
無

 
□
有

 
 
 

 
発
達
検
査

 
 
 
年

 
 
月

 
□
実
施
予
定

 
□
実
施

 

既
往
症

(今
ま
で
に
か
か
っ
た
大
き
な
病
気

) 
□
無

 
☑
有
（
病
名
等
：

 
肺
炎

 
 
 

 
 
手
術
の
有
無
：

 
な
し
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

病
院
：
●
■
こ
ど
も
病
院

 
現
在
の
状
況
：
完
治
し
て
い
ま
す
 

 
）

 

個
別
対
応
が
必
要
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 
□
無

 
 
☑
有
（
内
容
：
卵
は
除
去
し
、
触
ら
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
）

 

８
 
同

意
・
承

諾
事

項
 

 
１

 
西
脇
市
が
施
設
型
給
付
費
、
地
域
型
保
育
給
付
費
等
教
育
・
保
育
給
付
の
認
定
、
利
用
調
整
及
び
利
用
者
負
担
額
の
算
定
の

た
め
に
必
要
な
情
報

(※
)を

確
認
又
は
閲
覧
す
る
こ
と
、
当
該
情
報
の
う
ち
適
切
な
教
育
・
保
育
の
提
供
に
必
要
と
な
る
情
報
を

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
提
示
す
る
こ
と
並
び
に
当
該
情
報
に
基
づ
き
決
定
し
た
情
報
及
び
こ
の
申
請
書
の
写
し
を
利
用
内

定
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 
 

 
※
市
町
村
民
税
の
情
報
（
同
一
世
帯
者
を
含
む
。
）
、
住
民
基
本
台
帳
の
世
帯
情
報
、
発
達
・
障
害
に
関
す
る
情
報
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
情
報
、
生
活

保
護
の
情
報
、
児
童
扶
養
手
当
の
情
報
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
情
報
、
母
子
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
の
情
報
、
乳
幼
児
健
康
診
査
の
受
診
情
報
等

 

２
 
４
月
入
所
の
場
合
は
認
定
事
務
及
び
利
用
調
整
事
務
が
集
中
し
、
審
査
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
教
育
・
保
育
給
付
認

定
証
及
び
審
査
結
果
の
通
知
は
、
利
用
調
整
の
結
果
と
と
も
に
２
月
中
旬
頃
に
届
く
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

 
３
 
副
食
費
に
係
る
助
成
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
利
用
内
定
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
が
助
成
金
の
交
付
申
請
及
び
受
領
を
行

 
４
 
保
育
を
利
用
す
る
場
合
で
、
保
育
の
利
用
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
の
状
況
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定

及
び
利
用
者
負
担
額
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
を
理
解
し
、
市
が
実
情
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
速
や
か
に
申
請

し
ま
す
。
な
お
、
市
が
就
労
状
況
に
つ
い
て
勤
労
先
の
雇
用
主
等
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
て
調
査
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
申
請
を
怠

り
、
又
は
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
、
認
定
の
取
消
し
と
な
っ
た
と
し
て
も
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

申
請
保
護
者
署
名
 
 
 
 
 
西

 
脇

 
太

 
郎

 
 

 
（
表
面
記
載
の
保
護
者
と
同
一
人
が
署
名
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
に
☑
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

 
 安
全
な
保
育
の
実
施
の
た
め
、
可
能
な
限
り
詳
し
く
ご
記
入
く
だ
さ
い

 

 

保
護
者
氏
名
の
記
入
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い

 

 

（
慢
性
腎
不
全

 
 
）
 

（
 

 
 
  
  
 
 
 
）
 

（
 
祖
父
の
看
護

 
 
）
 

ご
記
入
く
だ
さ
い
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７ 特別保育について                          

認定こども園・保育所によって内容が違いますので、事前にご相談ください。 

延長保育※ 
保護者等が勤務時間や通勤時間等の都合で、通常の保育時間内での送

迎が困難であると認められる家庭の児童が対象になります。 

乳児保育 
０歳児の保育開始時期は生後６週間から11か月まで園により異なりま

すのでご確認下さい。※保育体制によっては預かり時間が短いことがあります。 

障害児保育 
心身の発達に障害や遅れが見られるが、集団の中で保育することがで 

きる児童が対象になります。 

休日保育※ 
日曜・祝日等の休日に保育が必要と認められる家庭の児童が対象にな

ります。申込みは、西脇こども園へ直接行います。 

体調不良児対応

型病児保育 

園に配置している看護師が園児の急な発熱や体調不良時に、保護者が

迎えに来られるまでの間の緊急的な対応を行います。 

病児対応型病児

保育※ 

病気中や病気の快復期にあり、家庭や集団生活での保育が困難な児童

をお預かりします。申込みは、西脇こども園へ直接行います。 

一時預かり保育

※ 

保護者の就労形態や傷病等により、家庭での保育が一時的に困難とな

る場合に児童をお預かりします。（施設の空き状況によりお預かりで

きない場合があります。）空き状況のお問い合わせ・申込みは、認定

こども園等へ直接行います。 

※延長保育・休日保育・病児対応型病児保育・一時預かり保育は別途料金がかかります。 

 

８ 施設利用中の変更届出について                            

入園申込み時点から家庭状況や保育を必要とする事由に変更があった場合は、「就労証

明書」・「保育を必要とする申立書」をご持参の上、幼保連携課に届け出てください。

20日までの届出で、翌月からの反映となります。 
変更例（変更内容と対応する項目） 

・ 市内で住所が変わった→住所等変更 

・ 就職したので保育時間を短時間から標準時間に変えたい 

   →保育を必要とする事由の変更、保育必要量の変更 

・ ひとり親家庭になった→保護者変更、世帯構成の変更、家庭の状況等の変更 

 

９ 退園・取下げについて                            

・ 入園をキャンセルされる方は、幼保連携課で入園取り下げ手続をしてください。 

・ 退園される方は、幼保連携課で退園手続をしてください（退園日は退園月の末日付） 

・ 市外へ転出される場合も退園の手続をしてください（引き続き同じ施設への通園を希

望される方は、転出先で新たに入園手続が必要です）。 

・ 退園の手続をされず、毎月１日時点で施設に在籍している場合は、該当月分の保育料

を納付していただきます（保育料の日割り計算はしませんので、利用日数に関わらず１

か月分の保育料がかかります）。 
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就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。 

「保育標準時間」利用 ⇒ フルタイム就労を想定した利用時間 （最長11時間） 
※ 想定される月の就労時間は120時間以上 

「保育短時間」利用  ⇒ パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間） 
※ 想定される月の就労時間は48時間以上120時間未満 

※こども園等は就労等の理由で「保育を必要とする時間」のみお子様をお預けになれる施設です。 

保育必要量の認定及び利用する時間には、買い物等の保護者の私的な用事は含まれません。 

 

 

ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、世帯内に障害がある方がいる場合などに

は、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。 

 

 

世帯内に在園のきょうだいがいる場合には、保育の優先的な利用が必要と判断される場合が

あります。 

 

３ 入園手続きに関してのご案内                             

⑴ ０歳児の入園受入れ可能月齢は施設により異なりますので、９ページの施設案内を確認し

てください。 
 

⑵ 育児休業から復職される方や出産等で、年度途中（令和８年５月～令和９年３月）に入

園を希望される方（出生前の児童も含む）についても、４ページの期間内に申込みするこ

とができます。ただし、４月入園希望者の利用調整後の施設の空き状況に応じて利用調整

を行います。（年度途中での申込みは、保育士数や施設の状況により入園できない場合が

あります。） 
 

⑶ 市外の保育所や認定こども園（保育園部）への入園を希望することもできます。 
 

⑷ 募集定員以上の入園申込みがあった場合、第２・第３希望の施設へ調整させていただく場

合がありますので、できるだけ第３希望まで記入してください。 
 

⑸ ご都合により急な入園を希望される場合は、原則として入園希望月の前月10日までに幼

保連携課へお申し込みください。また、一時預かりもご検討ください。 

 

４-１ 入園申込みの受付について                      

《継続入園希望の方》 

令和７年10月現在通園されているお子さんが、令和８年４月以降引き続き通園を希望され
る場合も、継続入園手続（現況届の提出）が必要です。 
申請書に関係書類を添えて現在通われている認定こども園へ指定の期日までに提出してくだ

さい。期日までに提出がない場合は、入園申込受付期間中の申込者が優先され、継続入園がで
きないことがあります。市外施設の方は幼保連携課へ提出してください。 

⑵ 保育の必要量(保育時間) 

⑶ 「優先利用」への該当の有無 

⑷ 在園のきょうだいの有無 
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４-２ 入園申込みの受付について                        

《新規入園・転園・転部申込みの方》 

新規入園・転園・転部を希望される方は、各認定こども園及び幼保連携課に備付けの申請書

に関係書類を添えて、次の日程で手続をしてください。市外施設をご希望の方は幼保連携課へ

お越しください。 

受 付 場 所 受 付 日 受付時間 電話番号 

西脇こども園 西脇760-１ 10月24日（金）  10：00～11：30 22-2909 

比延こども園 比延町867-5 10月22日（水）  13：30～15：00 22-7258 

どれみこども園 高松町597 10月21日（火）  10：00～11：30 22-5740 

日野こども園 西田町５-１ 10月23日（木）  13：30～15：00 22-7023 

かすがこども園 高田井町781 10月20日（月）  10：00～11：30  22-5787 

つまこども園 寺内８-１ 10月23日（木）  10：00～11：30 22-1693 

芳田こども園 岡崎町523 10月22日（水）  10：00～11：30 27-0550 

黒田庄こども園 黒田庄町前坂930 10月21日（火）  13：30～15：00 28-4357 

茜が丘複合施設 

みらいえ 
野村町茜が丘16-1 10月26日（日）  14：00～16：00 － 

西脇市教育委員会 

幼保連携課 

西脇市下戸田128-1 

(１階 窓口116) 

10月27日（月）から 
10月31日（金）まで 
平日のみ 

 9：00～17：15 
22-3111 

(内線1161) 

 

５ 入園申込みに必要な書類について                     

入園の申込みには、次の書類が必要です。鉛筆・シャープペンシル・消せるボールペンは使用できません。 

必 要 書 類 備      考 

① 
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申
請書（兼）現況届（兼）事業所利用申込書（兼）保育児童台帳 

児童１人につき１枚提出 

（７ページ記入例参照） 

② 
 

就労証明書 
（就労事由で申し込む場合） 父母及び同居する65歳未満の祖

父母のものが必要です（８ペー

ジ記入例参照）。 保育を必要とする申立書 
（就労以外の事由で申し込む場合） 

令和７年１月２日以降に転入された場合は、「個人番号申告書」が必要です。 

※個人番号の利用を希望しない場合は「課税・非課税証明書」を提出してください。 

③ 

個人番号申告書 又は 課税・非課税証明書 
 

個人番号申告書：世帯全員の個人番号確認書類と来庁者の本人確認書類をお持ちください。 
課税・非課税証明書：必要年度の１月１日に住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。 
４月～８月に入園→「令和７年度」・「令和８年度」 
９月以降に入園 →「令和８年度」（令和８年６月上旬取得可。Ｒ８.1.1以前に転入の場合は証明不要） 

 

※ 兄弟姉妹で入園の申込みをする場合、②、③及び添付書類の提出は各１部で結構です。 

新規申請をされる場合は新規申請の児童に添付してください。 

※ 放課後児童クラブを利用する兄姉がいる場合、就労証明書・保育を必要とする申立書は原本を幼保連携課へ

提出し、放課後児童クラブの申込みにはコピーを提出してください。 
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６ 保育料・副食費について                           

幼児教育・保育の無償化により、３～５歳児及び市民税非課税世帯の0～2歳児の保育

料は無償です。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、西脇市では令和2年４月から

３～５歳児の副食費の保護者負担分を原則無償とする「副食費助成事業」を行っています。 

保育料は同じ世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者（家計の

主宰者である場合に限る。）の「市民税額」合計額に応じて負担していただきます。 

⑴ 保育料の決定について 

・ 市民税の賦課決定時期が６月となるため、直近の所得状況を反映させる観点から

年度途中に保育料の切り替えを行います。 

・ ４月～８月の保育料については「令和７年度市民税額」により決定し、９月～３

月の保育料については「令和８年度市民税額」により決定します。 

⑵ 保育料の多子軽減について 

・ 同一世帯の就学前児童が認可施設へ同時に２人以上入園（認定こども園（幼稚園

部）利用児童を含む）された場合、保育料が第２子は半額に、第３子以降は無料に

なります。 

・ 「市民税額」によっては、子どもの年齢に制限なく、保育料が第２子は半額に、

第３子以降は無料になる場合があります。 

⑶ 保育料の減額または免除について 

・ 次に該当する世帯は「市民税額」によっては保育料の減額または免除となる場合

がありますので、申請書へご記入ください。 

ア ひとり親家庭（児童扶養手当認定家庭、遺族年金受給世帯等） 

イ 次のいずれかに該当する方が世帯にいる家庭 

(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている方 

(イ) 療育手帳の交付を受けている方 

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

(エ) 障害基礎年金等の支給を受けている方 

(オ) 特別児童扶養手当等の支給を受けている方 

⑷ 契約・保育料納付について 

※ 保育料が納付されないときや納付に係る相談がないときは、退園していただく

場合があります。 

⑸ 保育料決定通知書について 

・ ４月入園の方は４月上旬に園を通じて交付します。 

・ 年度途中の５～８月入園児は４月上旬、９月以降入園児は９月上旬に発送します。 

認定こども園を 

利用する場合 

利用者は認定こども園と契約し、 

保育料を認定こども園へ支払います。 

※口座振替日は各園へ確認してください。 

市外の私立保育所を 

利用する場合 

利用者は西脇市と契約し、 

保育料を西脇市へ支払います。 

市外の公立保育所を 

利用する場合 

利用者は西脇市と契約し、 

保育料を公立保育所が所在する市町村へ支払います。 

※口座振替日は各園へ確認してください。 
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